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	西条市健幸づくり推進パートナー登録について
	推進パートナーとして登録できる部門
	実際に取り組む健幸づくり活動について登録が必要です。 下記の6つの部門から選択してご登録ください。(複数選択可)
	健やかな生活習慣の定着と改善
	① 身体活動・運動 ④ 歯・口腔の健康
	② 栄養・食生活
	③ 休養・睡眠
	⑤嗜好品

	生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進
	① 発症予防 ② 発症予防
	③ 重症化予防
	④ 重症化予防

	健 康を支 える 保健・医療体制の充実
	① 感染症対策の推進
	② 地域医療体制の充実

	環境を活かした健康づくり
	① 都市・自然環境を活かした、歩きたくなる・出かけたくなるまちづくり ② 地域の食や農の環境を活かした健康づくり(食農連携)

	ソーシャル・キャピタルを 活 かした 健 康 づくり
	① 地域コミュニティにおけるつながり・居場所づくり ② メンタルヘルスケア、心のサポーター、自殺対策の推進

	くらしやしごとを通じた健康づくり
	① 健康づくり活動に主体的に取り組む企業・団体活動の推進 ② 健康経営の推進

	登録・活動開始の流れ
	申　審　
	請査
	登録証交付
	活動開始
	｢登録申請書兼アクション宣言書｣（様式第1号）及び「登録資格確認事項」（様式第2号）を提出。 西条市が内容を審査し、登録を決定。 登録決定後、「西条市健幸づくり推進パートナー登録証」を交付します。 登録証交付後、「西条市健幸づくり推進パートナー」として活動を開始してください。 前年度の取組実績は、毎年4月30日までに所定の様式にてご報告をお願いいたします。

	登録資格　
	申請書類の取得方法
	右記のQRコードから西条市HPにアクセスし、申請書類をダウンロードしてください。




